
２．サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する
（１）生産の現場において生物多様性を主流化する
４）野生生物の適切な管理を通じた農林水産業被害の防止

野生生物の生息環境に配慮した里地里山や森林の整備・保全活動を推進するとともに、外来種を含む野生
生物を適切に管理し、農林水産業や生態系等への被害防止対策を行う。

①鳥獣被害の軽減及び里地里山
の整備・保全の推進

②野生鳥獣による森林被害対策
の推進

③野生生物による漁業被害防止
対策の推進

・里地里山の整備による生息環境管理、
防護柵の設置による被害防除、鳥獣の生
息密度を適正に保つための個体数調整と
いった取組とともに、捕獲鳥獣の食肉等
としての利活用の促進を総合的に支援。

・ ICT等の導入も図りつつ、積極的な個
体数調整や被害防除などの広域的かつ効
果的な森林被害対策を推進。

・生息環境にも配慮した針広混交林化、
広葉樹林化等の森林の整備・保全活動等
を推進。
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・漁具の破壊、漁獲物の食害などの漁業・
養殖業等に損害を与える野生生物について、
当該生物種の絶滅回避等に配慮しつつ、効
果的な駆除等の被害防止対策を行う。

本文P30～32

捕獲効率の向上

ICT等を活用した新技術の開発・実証

赤外線センサーによる群れの探査 ICT・AIを活用した効率的な捕獲

【わなの移動】

捕獲し易い場所を探し出す技能効率よく捕獲する手法を分析する技能

わな猟
(くくりわな)

【捕獲手法の選択】

わな猟
(はこわな)

銃猟

Ｂ
町

Ａ
市

人
工
林

被害発生区域での駆除ではなく、
被害をもたらす群の駆除

新たな広域捕獲

被害をもたらす
群の駆除

人
工
林

伐採時に広葉樹を保残複層林施業による広葉樹導入



④外来生物の定着等の防止

（外来生物法等に基づく外来生物対策） （農業、林業への被害等の防止）

２．サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する
（１）生産の現場において生物多様性を主流化する
４）野生生物の適切な管理を通じた農林水産業被害の防止（つづき）

（水産業への被害等の防止）

（我が国への侵入防止）

（農林水産業に利用されている外来生物の
定着等の防止）
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・外来生物法に基づく飼養・輸入等の規
制や野外での防除等を実施。

＜農林水産業に被害を及ぼす特定外
来種（共管種10種）＞

ヌートリア、カニクイアライグマ、アラ
イグマ、フィリマングース、ジャワマン
グース、シママングース、キョン、ブ
ルーギル、コクチバス、オオクチバス

・外来種についての理解を高め、適切な
行動を呼びかけることで、多様な主体
と連携して外来種対策の進展を図る。

生態系、人の生命・身体、
農林水産業に被害を及ぼ
す又はそのおそれがある
ものを生態的特性及び社
会的状況も踏まえて選定
した外来種のリスト。

生態系被害防止外来種リスト

・外来種による、農作物への被害、用水
路の通水障害、地域の生態系のかく乱
等の防止対策を推進。

アライグマ ジャンボタニシ

・内水面漁業に被害を与える外来生物の
効果的な防除手法の開発・普及。

発信機を取り付けたオオクチバス

・農作物等の有用な植物に被害を与える
おそれのある病害虫について、輸入さ
れるすべての植物やその容器包装につ
いて、輸入植物検疫を実施。

・農林水産業に利用されている外来生物
について、在来種への転換を含む在来
種の生息域への拡散や定着の防止対策
を推進。

セイヨウオオマル
ハナバチ

本文P32～34

マツノザイセンチュウ
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